
亀山市公告 第 ３ ４ 号  

 公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル （ 以 下 「 プ ロ ポ ー ザ ル 」 と い う 。 ） を 行 う の

で 、 次 の と お り 公 告 す る 。  

平 成 ３ １ 年 ４ 月 ２ ４ 日  

             亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

 

１  業 務 の 概 要  

（ １ ） 業 務 名  

亀 山 市 立 図 書 館 情 報 シ ス テ ム 更 新 ・ 運 用 保 守 業 務 委 託  

（ ２ ） 業 務 内 容  

亀 山 市 立 図 書 館 情 報 シ ス テ ム 更 新 ・ 運 用 保 守 業 務 委 託 基 本

仕 様 書 の と お り  

（ ３ ） 履 行 期 間  

契 約 締 結 の 日 か ら 平 成 ３ ６ 年 ９ 月 ３ ０ 日 ま で  

２  参 加 資 格 要 件  

本 プ ロ ポ ー ザ ル に 参 加 で き る 者 は 、 次 に 掲 げ る 要 件 を 満 た し て

い る も の と す る 。  

（ １ ） 地 方自 治 法 施行 令 （昭 和２ ２ 年政 令 第１ ６号 ） 第１ ６ ７条 の

４ の 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。  

（ ２ ） プ ロ ポ ー ザ ル 参 加 意 思 表 明 書 の 提 出 期 限 ま で に 亀 山 市 契 約 規

則 （ 平 成 １ ８ 年 亀 山 市 規 則 第 ５ 号 ） 第 ２ 条 第 ５ 項 に 規 定 す る

入 札 参 加 資 格 者 名 簿 に 登 録 さ れ 、 そ の 後 、 継 続 し て 登 録 さ れ

て い る 者 で あ る こ と 。  

（ ３ ） 亀 山 市 建 設 工 事 等 に 係 る 資 格 （ 指 名 ） 停 止 措 置 要 綱 （ 平 成 １

７ 年 亀 山 市 告 示 第 ６ 号 ） の 規 定 に よ る 資 格 （ 指 名 ） 停 止 を 受

け て い る 期 間 中 の 者 で な い こ と 。  

（ ４ ） 財 政 状 況 、 損 益 状 況 及 び 資 金 状 況 が 良 好 で あ る こ と 。 ま た 、

手 形 交 換 所 か ら 取 引 停 止 処 分 を 受 け る 等 経 営 状 況 が 著 し く 不

健 全 な 者 で な い こ と 。  

（ ５ ） 民 事 再 生 法 （ 平 成 １ １ 年 法 律 第 ２ ２ ５ 号 ） の 規 定 に よ る 再 生



手 続 開 始 の 申 立 て を し て い る 者 若 し く は 再 生 手 続 開 始 の 申 立

て が さ れ て い る 者 （ 同 法 第 ３ ３ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 再 生 手 続

開 始 の 決 定 を 受 け た 者 を 除 く 。 ） 又 は 会 社 更 生 法 （ 平 成 １ ４

年 法 律 第 １ ５ ４ 号 ） の 規 定 に よ る 更 生 手 続 開 始 の 申 立 て を し

て い る 者 （ 同 法 第 ４ １ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 更 生 手 続 開 始 の 決

定 を 受 け た 者 を 除 く 。 ） で な い こ と 。 た だ し 、 一 般 （ 指 名 ）

競 争 入 札 参 加 資 格 の 再 審 査 に 係 る 認 定 を 受 け て い る 者 を 除 く 。  

（ ６ ） 市 税 、 法 人 税 、 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 を 滞 納 し て い な い こ と 。  

（ ７ ） 事 業 の 代 表 者 、 役 員 （ 執 行 委 員 を 含 む 。 ） 又 は 支 店 若 し く は

営 業 所 を 代 表 す る 者 等 、 そ の 経 営 に 関 与 す る 者 が 、 暴 力 団 員

又 は 暴 力 団 （ 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法

律 （ 平 成 ３ 年 法 律 第 ７ ７ 号 ） 第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 暴 力 団

を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 若 し く は 暴 力 団 員 と 密 接 な 関 係 を 有 す

る 者 で な い こ と 。  

（ ８ ） 全 国 の 公 共 図 書 館 に て ４ ０ ０ 箇 所 以 上 の 導 入 実 績 を 持 つ パ ッ

ケ ー ジ シ ス テ ム で あ り 、 公 共 図 書 館 で 学 校 連 携 を 含 め た 実 績

が あ る こ と 。  

（ ９ ） プ ロ ポ ー ザ ル 参 加 意 思 表 明 書 の 提 出 時 に お い て 、 一 般 財 団 法

人 日 本 情 報 経 済 社 会 推 進 協 会 （ Ｊ Ｉ Ｐ Ｄ Ｅ Ｃ ） が 認 定 す る プ

ラ イ バ シ ー マ ー ク の 付 与 又 は Ｉ Ｓ Ｏ ／ Ｉ Ｅ Ｃ ２ ７ ０ ０ １ 情 報

セ キ ュ リ テ ィ マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム （ Ｉ Ｓ Ｍ Ｓ ） の 認 証 を 受

け て い る 者 で あ る こ と 。  

３  担 当 部 署  

亀 山 市 立 図 書 館  

〒 ５ １ ９ － ０ １ ５ １  

三 重 県 亀 山 市 若 山 町 ７ 番 ２ ０ 号  

  電 話  ０ ５ ９ ５ － ８ ２ － ０ ５ ４ ２  

  フ ァ ク シ ミ リ  ０ ５ ９ ５ － ８ ２ － ０ ５ ５ ４  

  電 子 メ ー ル ア ド レ ス  k a m e y a m a - l i b @ c i t y . k a m e y a m a . m i e . j p  

４  亀 山 市 立 図 書 館 情 報 シ ス テ ム 管 理 事 業 に 係 る 公 募 型 プ ロ ポ ー ザ



ル実施要領 等 の 交 付  

（ １ ） 交 付 期 間  

平 成 ３ １ 年 ４ 月 ２ ４ 日 （ 水 ） か ら 同 年 ５ 月 ２ ２ 日 （ 水 ） ま で

（ 休 館 日 を 除 く 。 ） の 午 前 ９ 時 か ら 午 後 ５ 時 ま で  

（ ２ ） 交 付 場 所  

３ の 担 当 部 署 と す る 。  

（ ３ ） 交 付 方 法  

直 接 交 付 又 は 亀 山 市 ホ ー ム ペ ー ジ か ら の ダ ウ ン ロ ー ド に よ る 。  

（ ４ ） 交 付 書 類  

  ア  亀 山 市 立 図 書 館 情 報 シ ス テ ム 更 新 ・ 運 用 保 守 業 務 委 託 公 募

型 プ ロ ポ ー ザ ル 実 施 要 領  

  イ  亀 山 市 立 図 書 館 情 報 シ ス テ ム 更 新 ・ 運 用 保 守 業 務 委 託 基 本

仕 様 書  

  ウ  図 書 館 情 報 シ ス テ ム 機 器 構 成 仕 様 書  

  エ  図 書 館 情 報 シ ス テ ム 機 能 仕 様 書  

  オ  三 重 県 図 書 館 情 報 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム （ Ｍ Ｉ Ｌ Ａ Ｉ ） 横

断 検 索 仕 様 書  

  カ  三 重 県 図 書 館 情 報 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム 受 け 渡 し Ｍ Ａ Ｒ Ｃ

フ ォ ー マ ッ ト 仕 様  

  キ  三 重 県 立 図 書 館 シ ス テ ム と の 連 携 に 関 す る 仕 様 書  

  ク  ｒ ｅ ｓ ｕ ｍ ｐ ｔ ｉ ｏ ｎ Ｔ ｏ ｋ ｅ ｎ の 動 作 に つ い て  

  ケ  Ｘ Ｍ Ｌ コ メ ン ト 一 覧  

  コ  三 重 県 立 図 書 館 Ｄ Ｃ － Ｎ Ｄ Ｌ （ Ｒ Ｄ Ｆ ） マ ッ ピ ン グ 表  

  サ  三 重 県 立 図 書 館 か ら の 郷 土 資 料 書 誌 ダ ウ ン ロ ー ド に 関 す る

仕 様 書  

  シ  Ｍ Ｉ Ｌ Ａ Ｉ 横 断 検 索 Ｗ ｅ ｂ Ａ Ｐ Ｉ に よ る シ ス テ ム 連 携 ガ イ

ド ラ イ ン （ 追 補 版 ）  

  ス  参 加 意 思 表 明 書  

  セ  質 問 書  

  ソ  企 画 提 案 書  



  タ  企画提案書 作 成 要 領  

  チ  評 価 基 準  

５  参 加 意 思 表 明 手 続  

  プ ロ ポ ー ザ ル 参 加 希 望 者 は 、 参 加 意 思 表 明 書 を 提 出 し な け れ ば

な ら な い 。  

（ １ ） 提 出 期 間  

平 成 ３ １ 年 ４ 月 ２ ４ 日 （ 水 ） か ら 同 年 ５ 月 １ ５ 日 （ 水 ） ま で

（ 休 館 日 を 除 く 。 ） の 午 前 ９ 時 か ら 午 後 ５ 時 ま で  

（ ２ ） 提 出 先   

３ の 担 当 部 署 と す る 。  

（ ３ ） 提 出 方 法  

持 参 又 は 書 留 に よ る 郵 送 と す る 。  

６  企 画 提 案 書 等 の 提 出 方 法 、 提 出 先 及 び 提 出 期 限  

（ １ ） 提 出 方 法  

ア  持 参 又 は 書 留 に よ る 郵 送 と す る 。  

イ  持 参 の 場 合 は 、 参 加 者 は あ ら か じ め ３ の 担 当 部 署 に 連 絡

す る も の と し 、 提 出 期 限 ま で の 日 （ 休 館 日 を 除 く 。 ） の 午 前

９ 時 か ら 午 後 ５ 時 ま で を 受 付 時 間 と す る 。  

（ ２ ） 提 出 先   

３ の 担 当 部 署 と す る 。  

（ ３ ） 提 出 期 限  

平 成 ３ １ 年 ５ 月 ２ ２ 日 （ 水 ） 午 後 ５ 時  

７  そ の 他  

（ １ ） 本 プ ロ ポ ー ザ ル の 応 募 に 係 る 一 切 の 費 用 は 、 応 募 者 の 負 担 と

す る 。  

（ ２ ） 本 プ ロ ポ ー ザ ル の 企 画 提 案 に 係 る 報 酬 は 、 支 給 し な い 。  

（ ３ ） 提 出 書 類 は 、 返 却 し な い 。  

（ ４ ） 提 出 書 類 は 、 本 業 務 の 受 託 候 補 者 の 選 定 以 外 に 提 出 者 に 無 断

で 使 用 し な い も の と す る 。  

（ ５ ） 提 出 書 類 は 、 審 査 を 行 う 作 業 に 必 要 な 範 囲 に お い て 複 製 を す



る場合があ る 。  

（ ６ ） 新 図 書 館 建 設 に 係 る 提 案 に つ い て は 、 亀 山 市 ホ ー ム ペ ー ジ に

掲 載 の 「 亀 山 市 立 図 書 館 整 備 基 本 計 画 」 を 参 照 す る こ と 。  

（ ７ ） 提 案 書 で 表 明 さ れ た 内 容 が 契 約 内 容 の 前 提 と な る た め 、 実 現

性 が 低 い に も か か わ ら ず 提 案 す る よ う な こ と が な い こ と 。 本

プ ロ ポ ー ザ ル の 終 了 後 で あ っ て も 業 務 目 的 が 達 成 で き な い こ

と が 確 認 で き た 場 合 に は 契 約 を 締 結 し な い 場 合 が あ る 。 そ れ

に 伴 う 提 案 者 が 被 る 損 害 に つ い て 、 亀 山 市 は 一 切 補 償 し な い 。  

（ ８ ） 提 出 書 類 に 虚 偽 の 記 載 を し た 場 合 は 、 当 該 書 類 を 無 効 と す る

と と も に 、 虚 偽 の 記 載 を し た 者 に 対 し て 、 亀 山 市 物 品調達等に

関する要綱（平成 ２０年亀山市告示 第１５７号 ） 第 １ １ 条 の 規

定 に よ り そ の 例 に よ る こ と と さ れ て い る 亀 山 市 建 設 工 事 等 に

係 る 資 格 （ 指 名 ） 停 止 措 置 要 綱 の 規 定 に よ る 指 名 停 止 又 は 契

約 等 の 相 手 方 と な る も の か ら 、 当 分 の 間 排 除 す る 措 置 を 行 う

こ と が あ る 。  

（ ９ ） 本 業 務 を 遂 行 す る に 当 た り 知 り 得 た 情 報 に つ い て 、 亀 山 市 の

許 可 な く し て 外 部 に 漏 ら し て は な ら な い 。  

（ １ ０ ） 本 業 務 の 手 続 き に お い て 使 用 す る 言 語 は 日 本 語 と し 、 通 貨

は 日 本 円 、 単 位 は 日 本 標 準 時 及 び 計 量 法 に よ る も の と す る 。  

（ １ １ ） 参 加 辞 退 は 自 由 で あ り 、 辞 退 し て も 今 後 不 利 益 と な る よ う

な 取 扱 い は し な い 。  

（ １ ２ ） 選 定 の 経 過 及 び 選 定 さ れ た 候 補 者 は 、 亀 山 市 ホ ー ム ペ ー ジ

で 公 開 す る こ と が あ る 。  

（ １ ３ ） そ の 他 、 本 事 業 の 公 募 、 選 考 及 び 実 施 に 当 た り 亀 山 市 立 図

書 館 情 報 シ ス テ ム 管 理 事 業 に 係 る 公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 実 施 要

領 等 の 改 正 の 必 要 が あ る 場 合 は 、 適 宜 改 正 を 行 う 。  

 


